
あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします

皆さんから多くのお問合せがございましたのでお知らせいたします。

○ 配分金明細書及び給与明細書の送付について ○

・請負・委任就業の方（施設管理・清掃・屋外作業等）

配分金明細書→３ヶ月に１回郵送（1/15、4/15、7/15、10/15）
・派遣就業の方（企業での就業・車の運転等）

給与明細書→ 毎月１５日頃郵送

  ※１月分に配分金支払証明書（請負・委任）及び源泉徴収票（派遣）を同封いたします。

○ 事 務 費 及 び手 数 料 について ○

事務費・手数料とは、会員との仕事の連絡など、センターの事業運営に必要

な経費の一部にあてているものです。

・請負・委任契約の場合：事務費 １０％

・派遣契約の場合    ：手数料 ２０％

どちらもセンターでは仕事を受注する際、皆さんが就業して得た配分金及び

賃金とは別に、発注者からいただきます。

配分金及び賃金から差し引いておりませんので、ご理解をお願いいたします。

その他、就業に関する事、事務局に関する事などご意見・ご要望等がございましたら、

事務局へお聞かせください。（℡６２－０６０９）
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